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令和６年度
「医療費のお知らせ」 をお送りします
「医療費のお知らせ」は、加入者の皆さまに1年間にかかった医療費をお知らせするものです。
協会けんぽでは、ご自身の医療費について確認していただき健康保険事業の健全な運営を
図るため、年に1回お送りしております。

詳しくは 
裏面へ▶

確定申告（医療費控除）に関するお問い合わせは税務署まで

事業所のご担当者様へ
個別に封緘されておりますので、開封せずに従業員の方にお渡しください。
医療費のお知らせは、令和6年11月9日時点のデータをもとに作成しています。
また、対象期間中の診療であっても、お知らせに記載されない場合があります。
退職された従業員の方の分は、開封せずに同封の返信用封筒にて協会けんぽ京都支部までお送りください。

医療費控除の申告手続きにも使用できます
確定申告の医療費控除を申請する際に、「医療費のお知らせ」を添付していただくと、明細の記入が省略できます。
　　　今回の「医療費のお知らせ」に記載されない診療分（令和6年9月以降分）につきましては、
　　　医療機関等からの領収書をもとに、ご自身で医療費控除の明細書を作成していただくようお願いいたします。

医療費情報の確認や医療費控除の申請はマイナポータルをご活用ください

詳細は国税庁のホームページ
または税務署にご確認ください。

Q.Q.
年間に

医療費をいくら以上
支払った場合に、
申告できますか？

Q.Q.
医療費控除を
受けるために

どのような手続きが
必要ですか？

Q.Q.
どのような費用が
医療費控除の

対象となりますか？

対象期間

主に令和5年9月～令和6年8月診療分
発送時期

令和7年1月10日(金)～1月23日(木)
お届け先

お勤めの事業所あて
掲載されている情報

受診された方のお名前、診療年月、医療機関名、
医療機関ごとにかかった医療費等
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〒600-8522 京都市下京区四条通麩屋町西入立売東町28-2大和証券京都ビル2F
8：30～17：15（土日祝・12/29～1/3除く）075-256-8630（代表） 受付時間
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マイナポータルで医療保険の医療費通知情報を確認・取得する流れ

マイナポータルでも医療費のお知らせを確認できます
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録している方は、医療費の
お知らせの内容（2021年9月診療分以降の医療費情報※）をマイナポータル
（アプリ）で取得することができます。毎月中旬に前々月診療分の医療費の
情報が更新されます。

※保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った公的医療保険に係る医療費情報

マイナポータル連携を利用して
e-Taxで医療費控除が申告できます
マイナポータルを連携することで、取得可能な「医療費のお知らせ」を基に、e-Taxを
利用して税務署へ医療費控除申告が可能です。確定申告に利用できる１月から１２月
までの医療費の情報は、２月中旬に取得可能となります。

主な申告方法

協会けんぽ京都支部
年末年始の営業日のお知らせ
令和６年１２月２８日（土）から令和７年１月５日（日）まで休業いたします。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

　マイナポータルと連携した
所得税確定申告手続きに

ついてはこちら（国税庁HP）▶

医療費のお知らせを使用して申告する場合
医療費のお知らせを添付することで医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。
なお、医療費のお知らせに記載されない診療分に関しましては、医療機関からの領収書を基に申告してください。

マイナポータルと連携して申告する場合
医療費の情報（1月～１２月）をマイナポータルにて取得し、医療費控除の
明細書に反映させて申告してください。医療費のお知らせの提出は不要です。
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※スマートフォンをご利用の場合、「その他のわたしの情報」を選択してください。

【出典】デジタル庁「マイナポータルの機能追加について」
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